
 
 

 

一 

財
政
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

（
財
政
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
公
債
又
は
借
入
金
以
外
の
歳
入
を
以
て
」
を
「
柤
税
そ
の
他
の
歳
入
（
公
債
及
び
借
入
金
に
係
る
歳

 

入
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
公
共
事
業
費
、
出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源
に
つ
い
て

 

は
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
二
十
二
条
中
「
外
、
左
の
」
を
「
ほ
か
、
次
の
」
に
、
「
但
書
」
を
「
た
だ
し
書
」
に
、
「
引
受
」
を
「
引
受
け
」 

に
、
「
借
入
の
」
を
「
借
入
れ
の
」
に
、
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

削
除 

 

第
二
十
八
条
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
、
「
見
込
」
を
「
見
込
み
」
に
、
「
亘
る
」
を 

「
わ
た
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二
の
二 

公
共
事
業
の
工
事
別
の
予
算
額
そ
の
他
の
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書

第
二
十
八
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 



 

 
 

 

二 

五
の
二 

国
の
貸
付
金
及
び
債
務
保
証
に
つ
い
て
の
当
該
年
度
末
に
お
け
る
次
年
度
以
降
の
損
失
見
込
額
に
関
す
る
調
書 

第
二
十
八
条
第
七
号
中
「
状
況
」
の
下
に
「
並
び
に
貸
付
金
及
び
債
務
保
証
に
つ
い
て
の
当
該
年
度
末
に
お
け
る
次
年
度 

以
降
の
損
失
見
込
額
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

前
項
第
二
号
の
書
類
の
う
ち
予
定
経
費
要
求
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別

 
 

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
一
項
第
二
号
の
二
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

 
 

の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
九
条
第
一
号
中
「
生
じ
た
」
の
下
に
「
災
害
等
の
」
を
加
え
、
「
特
に
緊
要
と
な
つ
た
」
を
「
緊
急
か
つ
必
要
避

 

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
条
第
二
項
中
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
、
「
及
び
継
続
費
決
算
報
告
書
」
を
「
、
継
続
費
決
算
報
告
書
及
び
歳

 

出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に
し
た
調
書
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
食
糧
管
理
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 



 
 

 

三 

第
二
条 

食
糧
管
理
特
別
会
計
法
（
大
正
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
六
条
ノ
八
第
二
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一
ノ
二 
歳
出
予
算
ニ
於
ケ
ル
各
経
費
ノ
積
算
ノ
基
礎
ヲ
明
ニ
シ
タ
ル
調
書 

 

第
六
条
ノ
八
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

前
項
第
一
号
ノ
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
ニ
於
テ
ハ
法
律
上
国
ノ
義
務
ニ
属
ス
ル
経
費
ナ
ル
ャ
否
ヤ
ノ
別
ヲ
示
ス
ベ
シ 

 

第
二
項
第
一
号
ノ
二
ノ
書
類
ニ
於
テ
ハ
積
算
ノ
基
礎
ヲ
明
ニ
為
シ
得
ザ
ル
経
費
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
旨
及
其
ノ
理
由
ヲ
示
ス

 
 

ベ
シ 

 

第
八
条
ノ
六
第
二
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

 

を
加
え
る
。 

二 

歳
出
決
算
ニ
於
ケ
ル
各
経
費
ノ
支
出
ノ
明
細
ヲ
明
ニ
シ
タ
ル
調
書 

（
印
刷
局
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

印
刷
局
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
、
「
見
込
」
を
「
見
込
み
」
に
改
め
、
同
項
第



 

 
 

 

四 

 
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一
の
二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

前
項
第
一
号
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
項
第
一
号
の
二
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

 
 

の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

 

同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

（
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
、
「
見
込
」
を
「
見
込
み
」
に
改
め
、
同
項



 
 

 

五 

 
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一
の
二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
十
一
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

前
項
第
一
号
の
歳
入
歳
出
の
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示

 
 

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
項
第
一
号
の
二
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

 
 

の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

 

え
る
。 

 

一
の
二 

歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

（
ア
ル
コ
ー
ル
専
売
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

ア
ル
コ
ー
ル
専
売
事
業
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
、
「
見
込
」
を
「
見
込
み
」
に
改
め
、
同
項



 

 
 

 

六 

 
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一
の
二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
十
一
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

前
項
第
一
号
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
項
第
一
号
の
二
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

 
 

の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

 

同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

（
船
員
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

船
員
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と



 
 

 

七 

 
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

前
項
第
一
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

 
 

第
二
項
第
二
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理 

 

由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に 

 

し
た
調
書
」
を
加
え
る
。 

（
郵
政
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

郵
政
事
業
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
う
ち
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経



 

 
 

 

八 

 
 

費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
算
に
は
、
」
の
下
に
「
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
及
び
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
国
立
病
院
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

国
立
病
院
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
、
「
見
込
」
を
「
見
込
み
」
に
改
め
、
同
項
第

 

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一
の
二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 



 
 

 

九 

３ 

前
項
第
一
号
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

第
二
項
第
一
号
の
二
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

 

の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
造
幣
局
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

造
幣
局
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一
の
二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
二
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
第
一
号
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

一
〇 

 
４ 

第
二
項
第
一
号
の
二
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

 
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号 

を
加
え
る
。 

二 

歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

（
貿
易
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

貿
易
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、



 
 

 

一
一 

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
第
十
一
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

 

同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
十
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
第
一
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

４ 

第
二
項
第
二
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

 

由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

一
二 

 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

 

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

（
資
金
運
用
部
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

資
金
運
用
部
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
及
び
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か



 
 

 

一
三 

 
に
し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
郵
便
貯
金
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 
郵
便
貯
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
る
。 

（
産
業
投
資
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 



 

 
 

 

一
四 

第
十
四
条 

産
業
投
資
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
七
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

 

る
。 一

の
二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
第
一
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

４ 

第
二
項
第
一
号
の
二
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

 

の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 

交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す 



 
 

 

一
五 

 
る
。 

 
第
八
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
及
び
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か

 

に
し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
六
条 

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 



 

 
 

 

一
六 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
国
営
土
地
改
良
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
七
条 

国
営
土
地
改
良
事
業
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ



 
 

 

一
七 

ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 
第
一
項
の
予
算
に
は
、
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

 

た
調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て 

 
 

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
特
定
国
有
財
産
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
八
条 

特
定
国
有
財
産
整
備
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

 

を
加
え
る
。 

二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

前
項
第
一
号
の
書
類
の
う
ち
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か



 

 
 

 

一
八 

 

の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 
第
二
項
第
二
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

 

由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

 

を
加
え
る
。 

二 

歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

（
道
路
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
九
条 

道
路
整
備
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
の
う
ち
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属

 
 

す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た



 
 

 

一
九 

 

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

 
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
治
水
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
条 

治
水
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

前
項
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
の
う
ち
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で

 

あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

 

た
調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て

 

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に



 

 
 

 

二
〇 

 
し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
港
湾
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
一
条 
港
湾
整
備
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
の
う
ち
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で

あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

 

た
調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て 

 
 

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
国
民
年
金
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
二
条 

国
民
年
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 
 

 

二
一 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
の
う
ち
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属

 
 

す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
自
動
車
検
査
登
録
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
三
条 

自
動
車
検
査
登
録
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を



 

 
 

 

二
二 

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
及
び
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
国
立
学
校
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
四
条 

国
立
学
校
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



 
 

 

二
三 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
及
び
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か

 

に
し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
都
市
開
発
資
金
融
通
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条 

都
市
開
発
資
金
融
通
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と

 

し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
第
一
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 



 

 
 

 

二
四 

 
４ 

第
二
項
第
二
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

 
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に
し

 

た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
地
震
再
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
六
条 

地
震
再
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と

 

し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
第
一
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

４ 

第
二
項
第
二
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理



 
 

 

二
五 

 

由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
第
十
一
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
石
炭
並
び
に
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
七
条 

石
炭
並
び
に
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

二
六 

 

第
十
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
及
び
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

（
空
港
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
八
条 

空
港
整
備
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
の
う
ち
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属

 
 

す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 



 
 

 

二
七 

（
労
働
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
九
条 

労
働
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

 

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

 

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
、
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
る
。 

（
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
条 

電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

 
 

 

二
八 

 

第
六
条
第
二
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

 

え
る
。 

二 
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
調
書 

 

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
第
一
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

４ 

第
二
項
第
二
号
の
書
類
に
お
い
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

 

由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
及
び
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
る
。 

（
特
許
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
一
条 

特
許
特
別
会
計
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



 
 

 

二
九 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
及
び
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
る
。 

（
登
記
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
二
条 

登
記
特
別
会
計
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
法
律
上
国
の
義
務
に
属
す
る
経
費
で
あ
る
か
否
か
の
別
を

 
 

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

三
〇 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 
第
一
項
の
予
算
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
出
予
算
に
お
け
る
各
経
費
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た

調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
経
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
」
の
下
に
「
及
び
歳
出
決
算
に
お
け
る
各
経
費
の
支
出
の
明
細
を
明
ら
か
に

 

し
た
調
書
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
財
政
法
、
食
糧
管
理
特
別
会
計
法
、
印
刷
局
特
別
会
計
法
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
、

ア
ル
コ
ー
ル
専
売
事
業
特
別
会
計
法
、
船
員
保
険
特
別
会
計
法
、
郵
政
事
業
特
別
会
計
法
、
国
立
病
院
特
別
会
計
法
、
造
幣

局
特
別
会
計
法
、
貿
易
保
険
特
別
会
計
法
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
法
、
資
金
運
用
部
特
別
会
計
法
、
郵
便
貯
金
特
別
会

計
法
、
産
業
投
資
特
別
会
計
法
、
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
法
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計

法
、
国
営
土
地
改
良
事
業
特
別
会
計
法
、
特
定
国
有
財
産
整
備
特
別
会
計
法
、
道
路
整
備
特
別
会
計
法
、
治
水
特
別
会
計



 
 

 

三
一 

法
、
港
湾
整
備
特
別
会
計
法
、
国
民
年
金
特
別
会
計
法
、
自
動
車
検
査
登
録
特
別
会
計
法
、
国
立
学
校
特
別
会
計
法
、
都
市

開
発
資
金
融
通
特
別
会
計
法
、
地
震
再
保
険
特
別
会
計
法
、
石
炭
並
び
に
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特

別
会
計
法
、
空
港
整
備
特
別
会
計
法
、
労
働
保
険
特
別
会
計
法
、
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
法
、
特
許
特
別
会
計
法
及

び
登
記
特
別
会
計
法
の
規
定
は
、
平
成
十
年
度
の
予
算
及
び
決
算
か
ら
適
用
し
、
平
成
九
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
及
び
決

算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 





 
 

 

三
三 

理 

由 
予
算
及
び
決
算
の
内
容
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
国
会
に
提
出
す
る
予
算
及
び
決
算
の
添
付
書
類
を
充
実
さ
せ
る
と

と
も
に
、
財
政
構
造
改
革
に
資
す
る
た
め
、
公
債
の
発
行
の
制
度
及
び
補
正
予
算
の
制
度
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


